
※記載例を参照の上、ご記入ください。

企業・団体名 （ ）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を
整備し、差別がないことを確認している

基本
（必須）

採用においても男女希望は無く、機械作業（単発プレス・溶接・タップなど）現場に女性
もいる。高齢者は70歳以上が5名（うち3名フルタイム）いる。パートタイマー規程をたに
作成（2020.3.21施行）し、正社員登用制度を作った(2021年1人2023年1人2024
年1名実施)。支援高校の現場実習を実施。正社員に障がい者1名。2012年タイに金
属プレス加工の工場を設立、タイ人雇用をしている(約30人女性50％）。
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2
【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談
体制を整備している

基本
（必須）

就業規則第4章第33条（ハラスメントの禁止)があり、セクハラ・パワハラの禁止を規程し
ている。就業規則は全社員に配布、食堂に設置。入社時教育で就業規則を学ぶ。ハ
ラスメントは人権問題ととらえ、メンタルヘルスの教育を幹部中心に行った（田島メンタ
ルヘルス事務所、メンタル対策支援センターを利用）。女性取締役が相談窓口となっ
ており、小さな問題から対策している。

5.1
5.2
5.5

8.5
8.8

16.1

3
【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる

基本
（必須）

2026年1月から水曜日をノー残業デーとした。働き方改革の内容を全体朝礼で何度
も説明、特に無駄な残業削減の為、ムダ取りの改善教育をほぼ毎月実施した
（2021/10月～2026/3月の間は毎月実施）。有給取得年間5日以上を実施する
為、一斉有給休暇を2日設けている（日程会議には各課長の他、労働者代表も2名参
加）。有給更新3カ月前になっても取得が5日無い人には個人通知をし、年間5日以上
有給取得を必ず実施。

8.5
8.8

4
【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している

基本
（必須）

特定技能1号認定者を2026/3月から採用、タイからの技能実習生を2024年10月に
新たに2人雇用。その後実習生はタイ工場で正社員として活躍中。毎週日曜日、日本
語学校に通っている（費用会社負担）。タイ工場や受入管理団体の通訳の方が常に意
思疎通を図っていて、困りごとはすぐ担当者に連絡が入る。

4.4
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5
【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる

基本
（必須）

労働安全衛生教育を新人教育(入社3年間 月2回各50分間）で時々行っている。昨
年は2回実施。各部署の班長が集まり月1回安全衛生委員会実施、毎月安全衛生パ
トロールも行っている。気づいたことは「ヒヤリ情報書」に各自が記載、毎月100件以上
の情報が処理されている。6月は安全、9月は衛生の準備月間として朝礼で話をし、ポ
スター・スローガンを掲示。安全衛生標語を募集、例年250件ほどの応募がある。

3 8

6
【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる

基本
（必須）

「心の健康つくり指針」を設定している。毎年ストレスチェックを実施するが、「ストレス
チェックは心の健康診断」としてメンタルヘルスについて全体朝礼で話す。遅刻・欠勤
が増えると総務で声かけ、面談を行う。田島メンタルヘルス事務所の田島先生に面談
していただき、対策する。メンタルヘルス不調で欠勤30日以上になると休職（3年勤務
で6ヵ月、10年勤務で1年）、その後の復帰プログラム(1ヶ月2時間勤務、2ヶ月半日勤
務、半年6ヵ月勤務、その後様子見）がある。

3

7
【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境
の整備に取り組んでいる

基本
（必須）

多様な人材が活躍できるよう、相談窓口を総務課に設けている。育児休業後の短時
間勤務は時間融通を持たせている。4時間勤務者、週3日勤務者など多様な勤務者
がいる。育児短時間勤務の後、時差勤務希望の人は9時-18時（8時間勤務）実施。
障害者・外国人の募集も行い障害者支援センターシェイクと連絡を取合って、勤務継
続に努めている。2026年4月の最高齢者78才フルタイム勤務。

5.1
5.5

8.5
10.2
10.3

8
【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している

基本
（必須）

新卒入社時研修、新人教育（3年間月2回）の他に、現在は毎月3人の先生方に来社
いただいている。東京、愛知、奈良から技術講師として毎月来社いただき、社内研修
を実施。月6人ご来社いただく月もあった。県のミラサポ専門家派遣・職業能力開発協
会のマイスターとも何度か契約し、品質技術やＩＳＯなども研修。中小企業大学校三条
校やポリテク長野・佐久技術専門校などの外部研修にも参加、外部研修は毎年のべ
100人以上が受講している。

4 5.5 8 9

9
【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している

基本
（必須）

昇級賞与は正社員その他の区別なく、同じ内容の（事務職技術職の差はある）人事考
課表・個人評価票を使っている。本人にも課長評価を開示して「どのようになってほし
いか、どこを改善してほしいか、より向上させてほしいこと」などを伝えている。「同一労
働・同一賃金」の研修に参加し、社会保険労務士と共にパートタイマー規程を製作（そ
れまでは無かった）、2020/3/21施行した。正社員登用制度があり、2020年1人実
施、2023年1人、2024年1人実施。

5.5 8.5
10.2
10.3

10
【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる

チャレンジ
（任意）

2025年2月～社内に100円社食を設置。始業前10時休みに朝食を食べることができ
る。毎朝就業前にラジオ体操(3分）を実施（任意参加）。外に出て顔を合わせながらな
ので声がけができる。定期健康診断は全員実施（4時間パートの方も）。50歳以上課
長以上は胃カメラ・エコー・前立腺腫瘍マーカー検査を実施している。

3 8

11
【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる

基本
（必須）

法的に規制のある産業廃棄物は種類に分け、処分・運搬の許可を持った業者と契約
し委託。許可証も都度更新確認をし、マニフェストも保管している。ISOに基づき、廃棄
物の種類・量は毎年長野県に報告している。廃棄物はリサイクルセンターに場所を設
け、出す位置を明確に分別。「廃棄物の出し方」を配布。異常を見つけると写真を撮
り、指摘。回覧して防止している。梱包使用済みビニール袋をゴミ袋としてリサイクルし
ている。

11.6 12 14.1

12
【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している

基本
（必須）

2025年県工業技術センターの事業で「カーボン排出量削減対策」を実施、排出量の
可視化による削減を実行できた。基本インフラ(電気・水・ガス・ガソリンなど)の使用量
を把握している。環境負荷削減を目標としたＥＭＳ評価に使用量を利用している。長野
県事業活動温暖化対策計画を提出していた。

7.3 　 13

13
【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる

基本
（必須）

2024年5月屋根に太陽光発電を乗せ、25％の発電を賄う。エアコンはこまめに消すよ
う節電を実施。休日出勤は課長指示で行い、コンプレッサー使用のムダを減らす。水
銀灯はLEDに全て変え、屋根に遮熱塗料を塗り、節電している。エアコン温度設定（暖
房20度冷房28度）だけでなく、エアコンを使用温度を冬15度、夏30度と決め、30度を
超えない日は冷房を使わない。女性足元暖房の為、電気ひざ掛け（40ｗ）などを支給
し、節電+健康対策をしている。

7.2
7.3

12.4 13.3

14
【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用
に取り組んでいる

基本
（必須）

顧客より「化学物質調査の御願い」が定期的に来るため、製品・油などの化学物質をＥ
Ｕ規制（ＲＯＨＳ）に基づき確認している。唯一、洗浄工程で第2類特定化学物質トリクロ
ロエチレンを使用しており、特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者が管理して
いる。毎月の使用料、作業時間を記録し保管、保護具の仕様を義務づけている。年2
回の環境測定と特殊健康診断、年1回の局所排気装置点検を長野労働基準測定所
で実施している。

3.9 6.3 11.6 12.4
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15
【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している

基本
（必須）

坂城町は町を東西に分けるように千曲川が流れ、周囲を山に囲まれた自
然豊かな地である。多種多様な生物が隣地の畑や社内の花壇にもいる。
その生態系を壊さない為、廃棄物処理は許可された業者に委託している。
排水は下水道に半分、油水分離層を通した洗浄水と手洗いの生活排水が
ある。社外へ出る前の側溝で再度簡易的な油水分離をしている。年1回水
質検査を長野労働基準観測所にて行っている。手洗い研摩剤は使用無
し。

6.6 15

16
【３Ｒの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる

基本
（必須）

「金属は捨てるところが全くない、全てリサイクルできる優れもの」と、誇らし
い気持ちで仕事をしている。スクラップも大事な資源、売物であるという意
識を全社で持っている。隙間梱包材としては、油を吸込む新聞紙と折込み
広告を利用している。新聞・広告紙は社員が持ってくる。梱包に使ったビ
ニール袋はゴミ袋に利用。お昼の弁当も返却容器を使用。ウエスは上山田
温泉の古シーツを利用した就労支援所から購入。

13 14.1

17
【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる

チャレンジ
（任意）

社内に井戸があり、機械の冷却水として地下水を利用している。冷却水は
24時間流れているが、全く汚れることなく川に戻る。県水の利用としてはバ
レル洗浄が最も量が多い。中性のパルクリン洗剤などを使って石と共に製
品を洗い細かいバリを取っている。油水分離層を通し、油と金属粉を分離し
て排水している。油水分離層も半年点検・清掃を繰返し、管理している。

6.4
6.6

18
【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得してい
る

チャレンジ
（任意）

ISO14001は平成19年に取得登録（2008年版）、平成
29年からはＩＳＯ9001と統合（2015年版）して取得登録
している。2026年7月更新審査予定。

3.9 6 7 12 13.3 14 15

19
【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している

チャレンジ
（任意）

ＨＰでＩＳＯ14001取得を公開、会社案内にもマークを掲
載。社員全員が環境方針（Ａ7サイズ）を携帯し、朝礼
で読合わせ資料の一つになっている。

12.6

20
【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる

チャレンジ
（任意）

2024年5月～工場屋根上の太陽光発電を利用、約25％の発電
量がある。平成29年1月から高圧電力をエネット電気に変え、
2022年7月1日～実質再生可能エネルギ－100％のエネグリーン
に変更し、継続利用している。

7.2 13

21
【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる

チャレンジ
（任意）

金属スクラップ分別による再利用（処理・運搬の許可業者
へ）。出荷時の隙間梱包材に古紙を利用（市販ビニール隙
間梱包材は購入しない）。買入品の隙間梱包材を再利用。
再利用できるビニールを分別。

12.2 13 14 15

22
【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している

基本
（必須）

就業規則の服務規程で「誠実に職務を遂行」を規程、制裁
の章で「不正行為」に該当すると懲戒解雇などを規程。就業
規則は社員全員に配布、食堂にも置き社内浸透を図ってい
る。

16
16.5

23
【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している

基本
（必須）

当社は自社製品が無く、全て受注生産である。営業には取
締役から不正競争行為に関与しない意向を伝えている。社
内情報に関する守秘は全員が誓約書を提出。

16

24
【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる

基本
（必須）

当社の財産は金型の絞り加工技術。この設計と技術は社内ＬＡＮでも見ら
れるＰＣは限られており、2025年7月新たなソフトも導入して管理している。
特許が有効な間は、長野市の綿貫特許事務所に依頼していた。

8.2
8.3

9

25
【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している

基本
（必須）

個人情報の守秘については、入社の都度説明し、「守秘に関する
誓約書」に各自署名をしている。また新たに「マイナンバーに対す
る取り組み」を平成27年に作成、社内に周知。その後は入社の都
度、個人情報の説明時、特出して説明をしている。

  16

26
【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している

チャレンジ
（任意）

取引企業間にて「紛争鉱物調査報告書」を取り交わ
し、確認している。

16

27

【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影
響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を
共有し、共に取り組んでいる

チャレンジ
（任意）

仕入れから出荷まで、各部署の担当者が取引先と対
応している中で、必要に応じて確認活動を行なってい
る。EcoＶadis社のＣＳＲ質問などの場合は、全部署で
対応する。

5 8 10 12 13 14 15 16 17

28
【パートナーシップ構築宣言】(R5.9.5～追加）
・中小企業庁等が推進する「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表している
■パートナーシップ構築宣言サイト：https://www.biz-partnership.jp/

基本
（必須）

パートナーシップ構築宣言を作成し、2026年4月20日
に登録申請、受領メールを待っている状態。
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29
【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している

基本
（必須）

当社には自社製品は無く、全て規格の定まった受注部品である。
その設計・顧客の要望通りに作成することが、製品の安全性の確
保となる。規格通りの納品は基本であり、品質管理対策は常に実
施している。

3.9 12.4

30
【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している

基本
（必須）

異常処置手順に沿った生産を基本とし、生産工程での小さなトラ
ブルも見逃さない仕組みを作っている。同じトラブルを起こさないた
めのヒヤリ情報書を回覧・対策して事前にトラブルを防ぐ処置も実
施。不良・クレーム対応削減の為、品質を保証する仕組みを常に
見直している。

9

31
【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる

チャレンジ
（任意）

騒音を抑えるため必要最低限の材厚、バレル洗浄・トリクレン洗浄
をしない工程、機械油を少なくするための油の選び方など、環境影
響を減らす努力をしている。

6 12 13 14 15

32
【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる

チャレンジ
（任意）

絶対に兵器に関連するものは作らない。プレス加工品の大きな利
点は大量生産が可能なことである。技術の向上により、今迄切削
工程だったところをプレス加工に変更できれば、量産が可能になり
単価が安くなり、多くの人が手にできるようになる。技術の向上が社
会問題の解決につながると考えている。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33
【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している

基本
（必須）

年2回近隣住宅へ伺い、意見要望を聴いている。中学高校の企業
体験の受入れや小学生の工場見学を実施。学校の意見要望を取
入れる。町の商工会や地区の親工会にも所属し、他社に寄せられ
た意見を共有対応している。

4 9 11 12 14 15 17

34
【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる

チャレンジ
（任意）

地域消防への寄付、地域高校の文化祭・発表会への寄付。オー
プンファクトリーで小6・中2の児童生徒を迎えた体験学習、ニュー
リーダー研究会で地域子供たちとの実験学習会、小学校社会科
授業で「会社についてのお話」実施。全社員で社内草取り草刈りの
時、周りの歩道・土手なども一緒に実施。

4  11 14 15  17

35
【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している

チャレンジ
（任意）

できるだけ町内を利用している。外注、購入品、車関係（購入・修
理・点検）、建築（建屋、配管、ダクト、電気など）、部署飲み会、新
人歓迎会も。全員の誕生日に町内ケーキ屋からホールケーキを
購入し贈呈。町内産のリンゴを顧客のお歳暮にしている。

8 9 11 12 13  

36
【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している

基本
（必須）

経営理念は全員がＡ７サイズのカードで持っている。毎年、今期の
方針・行動指針・目標を社長が出し、各部署に配布。お中元お歳
暮を社員全員で分配する時に確認の為、読んでいる。

8 9 17

37
【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築し
ている

基本
（必須）

ＩＳＯ１４００１で、環境法令の遵守は各部署で情報を新たに取り入
れ実施。ISO審査会社からの定期配信でも新たな法令情報を得て
いる。労働関係は労務士が月１回来社、必要な法令順守は社内
掲示、朝礼で説明、新人教育も実施。

16

38
【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整
備している

基本
（必須）

ＣＳＲは総務課長、ＩＳＯは品質管理課長が管理し対応、展開して
部課長で実施している。社長・部長・課長10人で経営会議を定期
定期に実施、全社で行う体制になっている。

16

39
【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及
ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体）

基本
（必須）

取引先企業、近隣住民、学校、金融官公などと適宜対話し、意見
要望を聞くことで自社の影響を把握、対応している。町の労務管理
協議会の役員など35の団体に席を置いて、様々な情報を入手・
対応できる体制をとっている。

16 17

40
【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している

チャレンジ
（任意）

ISOにより品質・環境のリスクを確認、事前対策として様々な手順
書・要領書を作成、各部署にて保管。新たなリスクは４Ⅿ変更・ヒ
ヤリ情報所にて事前に対策、手順化していく流れができている。

16

41

【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基
づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組ん
でいる

チャレンジ
（任意）

ＩＳＯのＥＭＳにて、経営管理プロセスと支援業務プロセスにおいて企
業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たすよう決め、取り組んでいる。また、
目的の一つに「地域に迷惑をかけない」ことを挙げている。顧客か
らのCSR要求に対し、できることを見つけて実施している。

16  

42
【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している

チャレンジ
（任意）

ＩＳＯのＥＭＳにて、緊急事態への準備及び対応を決めている。模擬
訓練を毎年１０月に行っている。危機管理対応リストが作成されて
いる。

9 11
13

13.1
16

43
【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている

チャレンジ
（任意）

ＩＳＯのＥＭＳにて、適用範囲に「事業の継続」のために行うことが挙
げられている。PDCAによる改善で事業を継続していく。後継者を
着々と育てている。

8 9 17
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（県などの取得認証があれば、併せて記載）

(【非該当】を選択した場合こちらには理由記載)

主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目
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上記以外で設定した取組項目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2025年12月日本語検定N3に合格　1名 4 5 100

2026年2月78才の方も希望があったので再雇
用継続

4

技能実習生1名(タイ)2026/2/26特定技能1号に資格変更、プレス技能者として活躍

定年後の再雇用に年齢制限なし、ノー残業デーの実施（2026年1月～毎水）

再生可能エネルギー100％のグリーン電気を継続利用

〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定

独自に設定したSDGsに資する取組

【記載留意事項】

・「取組レベル」の「基本」の項目のすべてに「具体的な取組」が記載されていることが登録の必須条件となります。なお、今回の宣言に合わせて、今後、取組む予定のものであっても、その取組を「具体的な取組」

を記載いただければ登録が可能です。（今後、取り組むものについては、「具体的な取組」の前の【予定】を選択入力してください。）

・【非該当】欄については、「チェック項目」が事業形態上（個人事業主等）、該当しない場合に選択入力し、その理由を「具体的な取組」欄に記載してください。

・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載するほか、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、できるだけ、その旨を併せて記載してくださ

い。

（※職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、女性の活躍推進企業知事表彰、男女共同参画推進県民会議表彰、障がい者雇用優良事業所等表彰、信州豊かな環境づくり県民会議表彰、長野県技能評価認定制度、Ｎ

ＡＧＡＮＯものづくりエクセレンス認定、信州福祉事業所認証・評価制度、信州リサイクル製品認定制度、信州の環境にやさしい農産物認証制度、長野県原産地呼称管理制度、信州おもてなし大賞、えるぼし認定、循

環型社会形成推進功労者表彰、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度、消防団協力事業所表示制度など）

2022年7月～継続利用

具体的な取組


